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第
４
回
議
会
報
告
会

　

議
員
に
よ
る
議
会
報
告
と
市
民

の
皆
さ
ん
と
議
員
に
よ
る
意
見
交

換
（
①
議
会
報
告
に
つ
い
て
、
②

フ
リ
ー
ト
ー
ク
）
を
３
会
場
で
行

い
ま
す
。

●
田
沼
中
央
公
民
館
（
２
階
・
視

聴
覚
室
）
会
場
▼
日
時
＝
７
月
８

日
（月）
午
後
６
時
30
分
～
８
時
▼
報

告
内
容
＝
①
移
住
・
定
住
の
促
進

に
つ
い
て
、
②
田
沼
地
区
の
公
共

交
通
に
つ
い
て
、
③
田
沼
地
区
の

農
林
業
・
観
光
資
源
の
活
用
に
つ

い
て
▼
定
員
＝
先
着
60
人

●
葛
生
あ
く
と
プ
ラ
ザ（
１
階
・
小

ホ
ー
ル
）
会
場
▼
日
時
＝
７
月
９

日
（火）
午
後
６
時
30
分
～
８
時
▼
報

告
内
容
＝
①
移
住
・
定
住
の
促
進

に
つ
い
て
、
②
葛
生
地
区
の
公
共

交
通
に
つ
い
て
、
③
葛
生
地
区
に

お
け
る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
構
想

に
つ
い
て
▼
定
員
＝
先
着
40
人

●
佐
野
市
役
所
（
７
階
・
委
員
会

室
）
会
場
▼
日
時
＝
７
月
11
日

（木）

午
後
６
時
30
分
～
８
時
▼
報
告
内

容
＝
①
移
住
・
定
住
の
促
進
に
つ

い
て
、
②
佐
野
地
区
の
公
共
交
通

に
つ
い
て
、
③
佐
野
地
区
の
空
き

家
対
策
に
つ
い
て
▼
定
員
＝
先
着

100
人　

※
議
場
見
学
も
で
き
ま
す

※
無
料
・
事
前
申
込
不
要

　適正配置計画では、各施設の方向性をＡ・Ｂ・Ｃの３つのグループに分類しています。Ａグループが「廃

止・譲渡」、Ｂグループが「統合・複合化」、Ｃグループが「改修 / 更新・現状維持」です。

　この方向性は、「継続して行政で運用するべき施設か」と「安全性が確保された施設状態であるか」の

２つの視点から市で検討を重ね、評価をしたものです。そのうち、継続して利用していく施設については、

統合や複合化などの可否についても検討し、方向性をお示ししました。

　この計画においては、まず市の考え方について市民の皆さんにお示しし、懇談会などの話し合いを行い、

ご理解いただくという進め方になっています。

市有施設適正配置 　　　　　　　　　　　　　　■問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５

～第１１回　施設の方向性をどのように決めたのか？～

■
問
合
せ
＝
議
会
事
務
局

☎
（２０）
３
０
３
６

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と

巡
回
相
談
会

　

求
職
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方 

向
け
の
①
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と

就
労
に
関
す
る
②
巡
回
相
談
会
、

ま
た
、
シ
ニ
ア
世
代
の
社
会
参
加

活
動
に
関
す
る
③
ぷ
ら
っ
と
巡
回

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
・
巡
回
相

談
会
は
雇
用
保
険
受
給
中
の
就
職

活
動
の
実
績
に
な
り
ま
す

▼
開
催
日
・
会
場
＝
６
月
27
日

（木）

市
役
所
601
・
602
会
議
室
、
７
月
25

日
（木）
県
庁
足
利
庁
舎
図
書
室

▼
時
間
＝
①
午
前
10
時
30
分
～
正

午
、
②
・
③
午
後
１
時
～
４
時

▼
申
込
＝
実
施
日
の
前
日
午
後
４

時
ま
で
に
電
話
で
各
会
場
の
あ
る

担
当
窓
口
ま
で

市
産
業
立
市
推
進
課

☎
（２０）
３
０
４
０

足
利
労
政
事
務
所

☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

■
問
合
せ
＝

①
・
②
は
と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル

☎
０
２
８
（
６
２
３
）
３
２
２
６

③
は
と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応

援
セ
ン
タ
ー

安全性が確保された

施設状態であるか

統合･ 複合化、
長寿命化の実施可否

Ｂグループ（統合・複合化）４２施設

継続して行政で
運用するべき施設か

Ｃグループ（改修/更新･現状維持）２８８施設

Ａグループ（廃止･ 譲渡）７４施設

評価

☎
０
２
８
（
６
２
２
）
３
０
１
８

ご
存
知
で
す
か
？

「
付
加
年
金
」

　

付
加
年
金
と
は
、
国
民
年
金
の

第
１
号
被
保
険
者
・
任
意
加
入
被

保
険
者
が
定
額
保
険
料
に
加
え
、

付
加
保
険
料
（
月
額
400
円
）
を
納

付
す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付

加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
て
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

※
保
険
料
の
免
除
を
受
け
て
い
る

方
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の

方
は
利
用
で
き
ま
せ
ん

▼
申
請
＝
年
金
手
帳
・
印
か
ん
を

お
持
ち
の
う
え
、
市
民
課
、
田
沼
・

葛
生
行
政
セ
ン
タ
ー
、
各
支
所
へ

■
問
合
せ
＝
市
民
課
年
金
係

☎
（２０）
３
０
１
９

【例】１０年間付加保険料を納付した場合

納付額 ４００円×１０年(１２０月)＝４８,０００円

付加年金額 ２００円×１０年(１２０月)＝２４,０００円 

・老齢基礎年金に付加年金額が上乗せされますので、

２年受給すると収めた総額と同額になります。

・上記の付加年金額は、６５歳から受給した場合です。

定額で物価 スライド ( 増減 ) はありません。
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御見積り無料‼御見積り無料‼

バス旅なら楽しく楽ちん。
運転の心配もなく目的地に到着。
気の合うお仲間と思い出作りに
ぜひご利用ください。
各種送迎も承ります。

お気軽にご相談ください。

足利市福富町 828-1
☎0284-73-5477

www.0505.main.jp 
丸五観光バス

快適で楽しいらく旅のお手伝いいたします。

土曜（第1・3・５）
8：30～12：00

月曜～金曜
8：30～17：00

TEL 0283-22-8643
（直通）

健診予防部
佐野医師会病院

胃の内視鏡検査は
口からだけでなく鼻からも行えます

など・超音波検査（腹部・乳腺・甲状腺）
・ＣＴ肺気腫検査・脳ＭＲＩ、ＭＲＡ検査

・睡眠時無呼吸症候群の検査
・骨密度検査・血管年齢検査

定期健診
はやおき健診がん検診
特定健診脳ドック
一泊ドック日帰りドック

人間ドックのご案内

〔受付時間〕
＊単項目でも受診できますオプション項目

●避難行動要支援者避難支援制度とは？

　集中豪雨や地震などの災害が発生した際、高齢者や身体の不自由な人などの「避難行動要支援者（以下「要

支援者」）」は自力での避難が困難となります。こうした方々を災害から守るため、要支援者として近隣に

誰がいるかを把握し、誰が避難所まで誘導するかなどについて、日頃からコミュニケーションを図り、災

害時には駆けつけて行動をともにしていただく「ご近所の助け合い（互助）の制度」です。

●対象者は？

  生活の基盤が自宅にある方のうち、家族などの支援が困難で、災害時に避難するために、何らかの助け

を必要とする、①介護保険の要介護認定者（要介護３以上）、②身体障がい者（１・２級）、③知的障がい

者（Ａ１・Ａ２）、④精神障がい者（１・２級）、⑤難病者（神経系）、⑥その他①～⑤以外で災害時の支

援が必要な方　※市から郵送する個人情報提供の意向確認に関する書類に「同意する」で回答いただいた

方について、要支援者として名簿に掲載し、町会などへ情報提供します

●近隣の方へのお願い

　災害発生時においては、支援を必要とする人が安全に避難するため、近隣の人たちの支え合いは、より

重要なものですので、ご近所で支援の依頼があったときは、できる限り協力をお願いします。

避難行動要支援者避難支援制度　　　　　　■問合せ＝社会福祉課☎（２０）３０２０

制度の流れ

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。




